
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29 年10 月16 日（月）から 

還付金詐欺等の被害からお客さまの大切な財産を

お守りするため、当社キャシュカードによるＡＴＭ振

込の利用制限をさせていただきます。 

対象となるお客さまにはご不便をおかけしますが、

何卒、ご理解いただきますようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＡＴＭでのお振込み制限の解除をご希望されるお客さまへ＞ 

恐れ入りますが、ご本人を確認できる資料をご持参のうえ、トマト

銀行の窓口までお申し出ください。 

 

 

 

対象となるお客さま と 利用制限の内容 

 

70歳以上 かつ 過去3年間にキャッシュカードに

よるＡＴＭ振込のご利用がないお客さま 

キャッシュカードによるＡＴＭでの「お振込み」が

できなくなります。 

●ＡＴＭでの「お預け入れ」や「お引出し」は、従来どおり 
ご利用可能です。 
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 のキャッシュカードをご利用のお客さまへ 


